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一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
令
和
二
年
度
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
期
に
お
け
る
発
熱
外
来
診
療
体
制
確
保
支
援
補
助
金
」
（
以
下
「
補
助

金
」
と
い
う
。
）
は
、
「
令
和
二
年
度
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
期
に
お
け
る
発
熱
外
来
診
療
体
制
確
保
支
援
補
助
金
（
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
期
に
備
え
た
発
熱
患
者
の
外
来
診
療
・
検
査
体
制
確
保
事
業
）
交
付
要
綱
」
（
令
和
二
年
九
月
十
五
日
付

け
厚
生
労
働
省
発
健
〇
九
一
五
第
八
号
厚
生
労
働
事
務
次
官
通
知
別
添
）
に
よ
り
、
都
道
府
県
の
指
定
を
受
け
た
「
診
療
・

検
査
医
療
機
関
（
仮
称
）
」
が
、
「
発
熱
患
者
等
専
用
の
診
察
室
」
を
設
け
る
等
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
実
際
の
受
診
患
者

数
が
基
準
と
な
る
人
数
を
下
回
っ
た
と
き
に
、
当
該
医
療
機
関
に
対
し
、
外
来
診
療
及
び
検
査
体
制
の
確
保
に
要
す
る
費
用

を
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
診
療
・
検
査
医
療
機
関
（
仮
称
）
」
の
整
備
の
状
況
等
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
現
時
点
で
は
、
御
指
摘
の
「
本
補
助
金
制
度
の
拡
充
」
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
な
い
。
政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、

「
発
熱
患
者
等
」
が
地
域
の
医
療
機
関
に
お
い
て
適
切
に
診
療
及
び
検
査
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
補
助
金
も
活
用
し
つ
つ
、

必
要
な
体
制
の
整
備
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 
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二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
危
険
手
当
制
度
化
や
医
療
機
関
へ
の
院
内
感
染
発
生
時
休
業
補
償
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は

な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
令
和
二
年
度
補
正
予
算
等
に
よ
り
、
医
療
機
関

等
に
勤
務
し
患
者
と
接
し
て
い
た
医
療
従
事
者
等
に
対
す
る
一
時
金
と
し
て
の
慰
労
金
の
給
付
、
医
療
従
事
者
の
感
染
リ
ス

ク
を
伴
う
診
療
に
係
る
診
療
報
酬
の
引
上
げ
、
医
療
機
関
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
対
策
の
支
援
等
を
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
感
染
状
況
や
地
域
医
療
の
実
態
等
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
引
き
続
き
、
必
要
な
取
組
や
支
援
を
検
討
し

て
ま
い
り
た
い
。 


